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第２ 労働保険事務組合に関する届出 
 

１．労働保険事務組合運営の状況報告 
労働保険事務組合の総会等を開催後は「労働保険事務組合運営の状況報告」を提出してください。 

 提出書類 ： 「労働保険事務組合運営の状況報告」 

 提出時期 ： 総会開催後速やかに 

 提 出 先 ： 労働保険徴収課 事務組合係 

※ 総会等の開催が困難な理由がある場合、必ずご相談ください 

 

○「労働保険事務組合運営の状況報告」の記載例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 総会等開催後、速やかな提出をお願いします。 

    なお、事務組合監査時には総会等議事録の完全版(写)を１部ご提出ください（別途通知予定。）。 
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２．認可事項の変更 

労働保険事務組合（以下「事務組合」という）は「事務組合認可申請書」及びその添付書類（定款、

規約等）に変更があったときは届出が必要になります（則第 65 条）。 

   ○ 提出書類 ： 認可申請書記載事項変更届（組様式第 2 号） 

   ○ 提出期間 ： 変更のあった日の翌日から起算して 14 日以内 

   ○ 提 出 先 ： 事務組合を管轄する安定所又は監督署を経由して労働局長 

           （併せて「口座振替納付書送付依頼書（変更）」を提出する場合は、労働局） 

   ○ 確認書類 ： 一覧表のとおり 

 

○ 変更届に添付する主な書類一覧表 

＊ 登記簿謄本変更済みの場合は、確認書類の省略可能。 

※ 口座振替制度を利用している事務組合で、口座名義等が変更になる場合は、Ｐ41(２．労働保険料等 

の口座振替制度（３）口座振替納付の口座等の変更)をご確認のうえ、速やかに届け出てください。 

 

 

 

 

変更事項 法定団体 任意団体 備 考 

名称 総会議事録＊ 総会議事録 
定款及び事務処理規約（口座名義など）に変更があ

る場合、併せて提出してください。 

所在地 総会議事録＊ 
総会議事録 

賃貸借契約書等 

定款の変更が伴う場合は、併せて提出してください。 

※ 管轄変更がある場合は事前にご相談ください。 

なお、局（県）外への移転はできません。 

役員 

総会議事録 

役員名簿 

経歴書 

総会議事録 

役員名簿 

経歴書 

誓約書 

印鑑登録証明書 

経歴書：役職変更の場合は提出してください。 

誓約書：連書式の場合は全ての役員が署名と押印 

したものを、単署式の場合は変更のあった 

役員のみのものを提出してください。 

事務総括者 

及び 

事務担当者 

経歴書 
事務総括者がいる場合は、事務担当者の経歴書は 

不要です。 

定款・会則等 

総会議事録 

定款 

新旧対照表 

定款は変更箇所だけでなく、 

全文を提出してください。 

事務処理規約 

総会議事録 

事務処理規約 

新旧対照表 

事務処理規約は変更箇所だけでなく、 

全文を提出してください。 
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○認可申請書記載事項等変更届の記入例 
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３．業務廃止届の提出 
  事務組合の業務を廃止しようとするときは、届出が必要になります（則第 66 条）。 

   ○ 提出書類 ： 労働保険事務組合業務廃止届（組様式第 3 号）  

※その他労働局の指示する書類 

   ○ 提出期間 ： 業務を廃止する日から６０日前まで 

   ○ 提 出 先 ： 事務組合の所在地を管轄する安定所又は監督署を経由して労働局長 

 ＜留意事項＞  

・業務廃止については、安定所又は監督署と事前によく相談し、委託事業主をほかの事務組合へ 

委託替えする等、保険関係のスムーズな移行に配慮してください。 

・委託解除により、個別移行となる事業主に対しては、成立届の提出及び概算保険料の申告、納付に

ついて指導してください。 

・業務廃止後、労働保険関係の書類については、第５の５（２）「保存年限」（Ｐ83 参照）により保存

してください。 

○業務廃止届の記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組様式第３号

令和 年 月 日

（郵便番号 - )

電話（ ）-（ )

府県 所掌 管轄

労 働 保 険 番 号

業 務 廃 止 予 定 年 月 日

1 1

X令和

他 に 付 与

さ れ て い る

末 尾 番 号
3 0 5 9 X X

基 幹 番 号

3 8 X

委 託 事 業 主 の 事 業 場
の 所 在 す る 地 区 埼玉県

労 災 保 険 法 第 33 条 第

委 託 事 業 主 数 人40

XXXX

XXX

人10

番
の

労働保険

事務組合

さいたま市

浦和区○○町XX-X

1 項 の 特 別 加 入 者 数

XXXX

048

労 欄

主 た る事務所

の 所 在 地

作 成 年 月 日 ・

保 記

険 載

△△　□□

控

330

労 働 保 険 の 保 険 料 の 徴 収 等 に 関 す る 法 律 第 33 条 第 3 項 の 規 定

に基づき 労働保険事務組合の廃止を届けます。

X 1 21

名 称

労働保険事務組合業務廃止届

浦和労務協会

２，５，６

年 月3 31 日

埼玉

〔 注 〕 こ の 届 は 、 業 務 を廃 止 し よ う と す る 日 の 60 日 前 ま で に 事 務 組 合 の 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 を管

轄 する公 共職 業安 定所 長 又 は 労 働 基 準監 督 署 長を経 由 して 所 轄 労働 局 長 に提 出 す るこ と。

提 出 代 行 者 ・
事 務 代 理 者 の 表 示

社 努

会 士

労 働 局 長 殿

氏　　　　　　　名 電話番号

代表者の氏名


